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瀬戸市長 川本 雅之  

 

瀬戸市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定について（諮問） 

 

 このことについて、瀬戸市環境基本条例（平成１３年条例第１０号）第２５

条第３項の規定に基づき、下記のとおり貴審議会に諮問します。 

 

記 

  

本市では、地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条に基づき、地球温暖

化対策に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、瀬戸市地球温暖化

対策実行計画（区域施策編）を策定しています。 

脱炭素社会の実現を目指して、市民、事業者、行政等が連携して実施すべき

取組と、中長期を見据えた対策の在り方を計画策定に反映するため、貴審議会

に意見を求めます。 


